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本
法
律
案
は
、
我
が
国
経
済
を
再
興
す
べ
く
、
我
が
国
の
産
業
を
中
長
期
に
わ
た
る
低
迷
の
状
態
か
ら
脱
却
さ
せ
、
持
続
的

発
展
の
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
は
、
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
産
業
競
争
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
し
、
基
本
理
念
、
国
及
び
事
業
者
の
責
務
並
び
に
産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
実
行

計
画
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進
す
る
た
め
の
態
勢

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
規
制
の
特
例
措
置
の
整
備
等
及
び
こ
れ
を
通
じ
た
規
制
改
革
を
推
進
し
、
併
せ
て
、
産
業
活
動
に
お

け
る
新
陳
代
謝
の
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
、
株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
に
特
定
事
業
活
動
の
支
援
等
に
関
す
る
業
務

を
行
わ
せ
る
た
め
の
措
置
及
び
中
小
企
業
の
活
力
の
再
生
を
円
滑
化
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
政
府
は
、
実
行
計
画
に
定
め
る
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策
（
以
下
「
重
点
施
策
」
と
い
う

）
。

の
進
捗
及
び
実
施
の
効
果
に
関
す
る
評
価
を
行
っ
た
と
き
は
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
並
び
に
評
価
の
結
果
を
公

表
す
る
と
と
も
に
、
各
年
度
ご
と
に
、
重
点
施
策
の
進
捗
及
び
実
施
の
状
況
並
び
に
評
価
の
結
果
に
関
し
て
、
報
告
書
を
作
成
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し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
追
加
す
る
内
容
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。

一
、
産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
実
行
計
画
の
策
定

平
成
二
十
五
年
度
以
降
の
五
年
間
を
集
中
実
施
期
間
と
し
て
産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的

。

、

、

に
実
施
す
る
期
間
と
位
置
付
け
る

ま
た

集
中
実
施
期
間
に
お
け
る
重
点
施
策
の
内
容
等
を
定
め
た
実
行
計
画
を
策
定
し

産
業
競
争
力
の
強
化
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
及
び
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
。

二
、
規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
の
創
設

新
た
な
事
業
活
動
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
に
、
安
全
性
等
を
確
保
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
前
提
に
、
規
制
の

特
例
措
置
を
認
め
る
制
度
（
企
業
実
証
特
例
制
度
）
を
創
設
す
る
。
ま
た
、
現
行
の
規
制
の
適
用
範
囲
が
不
明
確
な
分
野
に

お
い
て
も
、
事
業
者
が
躊
躇
す
る
こ
と
無
く
新
分
野
進
出
等
の
取
組
を
行
い
得
る
よ
う
、
具
体
的
な
事
業
計
画
に
即
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
規
制
の
適
用
の
有
無
を
確
認
で
き
る
制
度
（
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
解
消
制
度
）
を
創
設
す
る
。

三
、
産
業
の
新
陳
代
謝
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
に
出
資
す
る
事
業
者
に
支
援
措
置
を
講
じ
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
を
通
じ
た
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業

に
対
す
る
資
金
供
給
を
円
滑
化
し
、
そ
の
成
長
を
後
押
し
す
る
。
ま
た
、
世
界
に
通
用
す
る
競
争
力
の
高
い
事
業
の
創
出
や
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新
た
な
事
業
へ
の
挑
戦
等
の
事
業
革
新
を
推
進
す
る
た
め
に
事
業
者
が
取
り
組
む
事
業
再
編
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講

ず
る
。
さ
ら
に
、
設
備
投
資
を
通
じ
た
企
業
内
で
の
新
陳
代
謝
の
活
性
化
の
た
め
、
リ
ス
ク
の
高
い
先
端
設
備
投
資
を
促
進

す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
。

四
、
中
小
企
業
の
活
力
を
再
生
す
る
た
め
の
措
置

地
域
に
お
け
る
創
業
を
支
援
す
る
た
め
、
市
区
町
村
が
民
間
の
創
業
支
援
事
業
者
と
連
携
し
て
、
創
業
支
援
体
制
を
構
築

す
る
取
組
に
対
し
て
、
国
が
全
面
的
に
支
援
す
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
の
事
業
再
生
支
援
を
強
化
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法

人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
機
能
拡
充
等
を
行
う
。

五
、
産
業
競
争
力
強
化
の
た
め
の
そ
の
他
の
措
置

国
立
大
学
法
人
等
に
よ
る
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン
ド
へ
の
出
資
の
特
例
や
中
小
企
業
等
を
対
象
と
し
た
特
許
料
の
減
免
措
置

等
を
講
ず
る
。
ま
た
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
盛
り
込
ま
れ
た
措
置
の
う
ち
、

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構
に
よ
る
オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
や
早
期
事
業
再
生
の
円
滑
化
等
、
成
長
戦
略
の
実
行

及
び
加
速
化
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
所
要
の
見
直
し
を
行
っ
た
上
で
本
法
律
案
に
位
置
付
け
る
。

六
、
施
行
期
日
等
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こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
ま
た
、
産
業
活
力
の
再
生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
は
廃
止
す
る
。


